
１　職員の任免及び職員数に関する状況

　(１)　部門別職員数の状況と主な増減理由

(注)　１　職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員を含み、臨時職員を除きます。

(注)　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

　(２)　採用者数について

　(３)　退職者について

２　年齢別職員構成の状況（平成30年４月１日現在）
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３　 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

　(１)　職員削減計画の数値目標及び進捗状況

①　職員削減目標

（ ）

②　職員削減計画の概要

③　職員削減計画の年次別進捗状況（実績）の概要

　(２)　平成30年４月１日現在における定員の数値目標

　(３)　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

一般職員適正化計画（平成28年～平成32年）

　一般職員適正化計画の見なおしを行いましたのでお知らせします

　本町職員の退職者数は、平成22年度からの10年間で97人が見込まれています。

　今後、行政のスリム化を図りつつ、職員数の削減と組織として世代間における断層を生まないために、一般職員適正化

計画の見直しを行いました。

一般職員適正化計画【平成28年～平成32年】（平成27年４月１日現在）

※平成27年度は基準年度となります。

※「中途退職」および「新規再任用職員」は未定のため「０」としています。

※職員数は、定員管理調査の定義に基づくものであり、一般職に属する職員数です。

※教育長と常勤再任用職員を含みます。

一般職員適正化計画に対する実績（平成30年４月１日現在）

※平成27年度は基準年度となります。

- -

0 ▲ 8

7 4 -

0 0 0

▲ 7

▲ 5

▲ 4

203

31年

3 2

32年

（実績）

-

（実績）

0

（実績）

再任用退職 0 ▲ 2

新規採用者

計

―

▲ 19

32年度
５年目

31年度
４年目

1

計

▲ 20

―

31年

32年度
５年目

―

――

- -

-

195

27年度
計画前年

215

30年度
３年目

▲ 8

31年度
４年目

0

198

215

28年度
１年目

▲ 12

203

29年度
２年目

215

0 ―

前年比較 ▲ 6

203

▲ 2

2

10 4

削減計画

職員数

210

▲ 6▲ 5

29年度
２年目

204 196

30年度
３年目

▲ 2

27年度
計画前年

198

28年度
１年目

▲ 6 ▲ 9

増減員数

203

▲ 12

▲ 5

02

職員数

（実績）

中途退職

30年

（実績）

195

▲ 3

27年

（基準）

215

▲ 9

職員数（４月１日現在）

前年度比較

定年退職

再任用退職 0

▲ 9

▲ 6

▲ 3

28年 29年

0

▲ 9

年　度

0

▲ 5

内訳

定年退職

中途退職

新規再任用採用者

新規採用者 10

前年度
退職者

2

0

年　度

職員数（４月１日現在）

29年

204

▲ 6

28年

210

▲ 5

0

30年

198215

▲ 3前年度比較

▲ 8

27年

0

0

0

▲ 1

198

0

0

▲ 6

32年

196

▲ 2

▲ 3

0

0

1

0

-

0新規再任用採用者

-

-

- -

0

28年4月 33年3月

始期 終期

計画期間

▲8.8％

▲19人

数値目標

全職種（198名）

-0 -

内訳

前年度
退職者

2



４　職員の給与の状況

　(１)　総括

①　人件費の状況（普通会計決算）

②　職員給与費の状況（普通会計決算）

(注)　１　職員手当には退職手当を含みません。

(注)　２　職員数は、平成29年４月１日現在の人数です。

　(２)　ラスパイレス指数の状況

(注) 1 　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、

　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数です。

2 　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
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５　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　(1)　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成30年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

※個人情報保護の観点から職員数が１人の項目は＊としています。

　(２)　職員の初任給の状況（平成30年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円

円 円

円

　(３)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成30年４月１日現在）

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

(注)　１　「平均給料月額」とは、平成30年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

(注)　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を

　　　　　合計したものです。

(注)　３　個人情報保護の観点から、対象となる職員数が１人の場合は個人情報が特定されるおそれがあるため、各欄を

　　　　　アスタリスク（*）としています。
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６　一般行政職の級別職員数等の状況

　(1)　一般行政職の級別職員数の状況（平成30年４月１日現在）

(注)　１　かつらぎ町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

(注)　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

※平成18年度から給料表の級区分が以下のとおり統合されました。

　(２)　昇給への勤務成績の反映状況

　 ①　勤務成績の評定の実施状況
　地方公務員法第40条に基づき、毎年10月１日を評定日として全職員に対して勤務成績の評定を実施しています。

（内容の詳細については、かつらぎ町職員人事考課規則を参照）

　なお、平成15年10月から、全職員を対象とした能力・業績に基づく人事評価を実施しており、管理職については平成19

年1月から、管理職以外の職員については平成21年1月から勤務成績に応じた昇給を実施しています。
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②　昇給への勤務成績の反映状況
　全職員について、能力と業績の両要素を総合的に５段階（Ｓ～Ｄ）の絶対評価を実施し、その評価結果に基づき、昇給

区分（８～０号給、55歳以上については２～０号給）を決定しています。

　平成30年１月１日の昇給の実績は次のとおりです。

（町長部局の一般行政職）

％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％

※全ての期間を勤務していない者（病気休暇の取得、昇給判定期間の最初の日以後に採用された者等）、懲戒処分又

　 は分限処分を受けた者、育休復元措置を受けた者で昇給区分が調整された者を除きます。

※人員分布率については、最高号給に到達した者を除いた割合です。

7.1

55歳以上

9.0

上位（S・A）

9.0 51.0

職員区分

下位（C・D）

昇給号数

６号給以上

1.9

―

人員分布率 11.0 27.0

昇給区分

人員分布率

― １号給以上 ―

82.0

昇給号数 ３号給

上位（S・A）

４号給

下位（C・D）標準（B）

―

１号給以上

一般職員

―

２号給以下
55歳未満

管理職員

―

６号給以上 ２号給以下

標準（B）

2.0

―
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７　職員の手当の状況

　(1)　期末手当・勤勉手当

（29年度支給割合） （29年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

5％～10％ 5％～10％

10％～25％

(注)　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

　(２)　退職手当（平成30年４月１日現在）

勤続20年 月分 勤続20年 月分

勤続25年 月分 勤続25年 月分

勤続35年 月分 勤続35年 月分

最高限度額 月分 最高限度額 月分

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 その他の加算措置  定年前早期退職特例措置

（２％～20％） （２％～45％）

在職した職務の級に応じた定額

（0円～33,350円）の60月分

千円 千円

(注)　１　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えた額です。

(注)　２　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

　(３)　特殊勤務手当（平成30年４月１日現在）

　(４)　時間外勤務手当

月分

かつらぎ町

―

処理作業担当者

1.80

役職加算

20,558

（支給率）　　　　　　　　自己都合　　　　勧奨・定年

国

2.60

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算）

-

業務従事者

月分

伝染病防疫作業

退
職
手
当
の
基
本
額

（1.45）

（支給率）　　　　　　　　自己都合　　　　勧奨・定年

24.586875

月分

2.60

24.586875

月分

行旅死病人収容作業

１人当たり平均支給額　　　　

支給実績（28年度決算）

手　当　名 主な支給対象業務主な支給対象職員

（退職時特別昇給　　　なし　）

救急患者移送者の運転業務

救急患者移送者に乗務するため待機す
る職員

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

処理作業担当者

有害鳥獣処分作業

270

41,305 千円

47.7090

47.7090

業務従事者（上記以外）

19.6695

33.27075

331

46,535

（退職時特別昇給　　　なし　）

処理作業担当者

6

（0.85）

役職加算

納期限後の滞納整理のため督促徴収に
従事した者

町税の賦課及び徴収に関する事務に従
事する職員

支給実績（平成29年度決算）

退職手当の調整額

町税事務に従事する職員

業務従事者（町内、高野、

1.80

1,539

（0.85）（1.45）

かつらぎ町

有害鳥獣の殺処分

管理職加算

千円　

１人当たり平均支給額（平成29年度）

伝染病等処理作業

救急患者移送

行旅死病人収容作業

財産差押え等の強制処分に従事した者

有田川町清水行政局管内）

１日 　  100円

一日   200円

行旅病人１件1,000円

13.9

１件　1,000円

月額 2,200円

清掃事業

左記職員に対
する支給単価

4時間につき1,000円

１件　1,500円

１件　2,000円

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算）

支給実績（29年度決算） 千円

千円

千円

一日   500円

処理作業担当者

１件　1,000円

犬、猫等死体処理

行旅死人１件2,000円

千円

　％

　円

604

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成29年度）

業務従事者

業務従事者

手当の種類（手当数）

22,370

町税事務

33.27075

国

47.7090

47.7090月分47.709

19.6695 月分

28.0395 月分

39.7575 月分

28.0395

39.7575

47.709

7



　(５)　その他の手当（平成30年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

国の制度と
異なる内容

千円

千円

扶養手当

手　当　名

管理職手当

通勤手当

同

同

同

同

千円

国の
制度と
異同

572,000

支給職員１人当たり

平均支給年額

（29年度決算）

81,540異 千円

212,603

251,092

通勤距離
区分が異

なる。

15,655

11,682千円

408同

1,589

交通機関等の利用者
通勤のために交通機関等の利用を常例とす
ること。
月額運賃45,000円を限度に支給
自動車等の交通用具使用者
通勤距離に応じた月額（3,400円～24,500円）
を毎月支給

支給実績
（29年度決算）

扶養親族のある職員に支給
（支給額）
配偶者　父母等　6,500円
子10,000円
満16歳から満22歳の子 5,000円加算

21,261

5,525

12,802

25,168

内容及び支給単価

千円

住居手当

借家・借間に住居する職員に支給
（支給額）
借家・借間住居職員（月額12,000円を超える
家賃を支払っている職員）最高27,000円

宿日直手当

宿日直勤務を行った職員に支給
（支給額）一回　4,200円
執務時間の２分の１に相当する勤務は2,100
円

休日勤務手当
休日等の正規の勤務時間に勤務した場合、１
時間あたりの給料額の135％を支給

管理又は監督の地位にある職員に支給
（支給額）
課長職　　 70,000円
調査員　　 49,000円
課長補佐　40,000円

8



８　特別職の報酬等の状況（平成30年４月１日現在）

円

円

円

円

円

月分

月分

　（支給時期）

給料月額×在職月数×43.3/100　　

給料月額×在職月数×25.8/100　　

　　（算定方式）

議　長

2.60

　　（29年度支給割合）

報
酬

給料月額等

任期毎
退
職
手
当

任期毎

町長

副町長

副町長

600,000

議　員

議　長

235,000

　　（29年度支給割合）

215,000議　員

2.60

副町長

区　分

給
料

町　長

町　長

期
末
手
当

700,000

副議長

280,000

副議長
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９　公営企業職員の状況

　(１)　水道事業

①　職員給与費の状況
     ア　決算

(注)　１　職員手当には退職手当を含みません。

(注)　２　職員数は、平成3029年３月31日現在の人数です。

②　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成30年4月1日現在）

歳 円 円
（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③　職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

（29年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

5％～10％

(注)　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成30年4月1日現在）

勤続20年 月分

勤続25年 月分

勤続35年 月分

最高限度額 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～20％）

（0円～33,350円）の60月分

(注）　1　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えた額です。

(注)　２　退職手当の１人当たり平均支給額は、25～29年度に退職した水道事業に係る職員に支給された平均額です。

月分

1.80

39.7575

47.709047.709

28.0395

19.6695

１人当たり平均支給額　　　　

平均年齢

退職手当の調整額

― ―

33.27075

（退職時特別昇給　　　なし　）

2.60

かつらぎ町水道事業

千円　1,522

41.7

月分

月分

29年度

区 分

千円

7

職員手当

職員数

6,457

人

総費用に占める
職員給与費比率

純損益又は
実質収支

Ｂ／Ａ　

％

65,725

313,967
基本給

27,279

408,649
平均月収額

千円

退
職
手
当
の
基
本
額

千円

（支給率）　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

在職した職務の級に応じた定額

千円

（参考）

　　　　　Ａ

12.9

職員給与費

％

１人当たり平均支給額（29年度）

役職加算

期末・勤勉手当

かつらぎ町水道事業

月分

（1.45） （0.85）

11,047

11.6

28年度の総費用に占
める職員給与費比率

総費用
区 分

Ａ  

44,783
29年度

347,026

千円 千円　　　　千円

24.586875

一人当たり給与費

Ｂ／Ａ　　

千円

給与費

給　 料 計　　Ｂ　

6,398

47.7090

44,783

Ｂ　

千円 千円
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ウ　特殊勤務手当（平成30年4月1日現在）

エ　時間外勤務手当

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

オ　その他の手当（平成30年4月1日現在）  

円

円

円

④ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況
ア　定員適正化目標（数・率）

イ　平成30年4月1日現在における定員の数値目標

ウ　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要
　→３の（３）を参照

職員全体に占める手当支給職員の割合（29年度）

待機勤務者

千円616

円

％4.6

68,444

数値目標

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算）

終　期

千円

始　期

支給実績（29年度決算）

内容及び支給単価

扶養手当

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

支給実績（28年度決算）

緊急連絡待機手当

７（５）参照

支給実績
（29年度決算）

業務従事者

計画期間

手当の種類（手当数）

国の制度
と異同

事故、障害の処理のため待機勤務した者

千円

国の制度と
異なる内容

支給実績（29年度決算）

531

千円

主な支給対象業務主な支給対象職員

2

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算）

3,104

518

3,184

手　当　名

１時間　　200円

左記職員に対
する支給単価

１日　 　　200円

支給職員１人当たり
平均支給年額
（29年度決算）

315,333

159,500

千円946

293 58,520

料金を各戸に徴収する事務

手　当　名

千円

160

千円

住居手当

料金徴収手当

通勤手当
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１０　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

　(１)　勤務時間（平成30年４月１日現在）

①　１週間の正規の勤務時間 ③　修了時刻
38 45 ④　休憩時間 ～

②　開始時刻

　(２)　主な休暇・休業制度

　(３)　特別休暇の導入状況（平成30年４月１日現在）

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

　(４)　職員の分限及び懲戒処分の状況

①　分限処分者数（平成29年度）

１

２

３

５

６

７

８

0

妊娠期間に応じ付与

育児時間

0

配偶者１０日、父母７日、子５日、祖父母３日他

0

0

１０日を超えない範囲で必要と認められる期間

8.0

処分事由

処分の種類

A　 B/C　

５日以内

0

0

％人

0

0

９

13:00

連続する５日

降任 免職

必要と認められる期間

21.9

６月～９月までの期間で原則連続する３日以内

休職

0

一暦年５日（子が２人以上の場合は10日）以内

1

失職

日

必要と認められる期間

0

0

必要と認められる期間

12:00

消化率

必要と認められる期間

必要と認められる期間

時間 分

0

日

出産予定日以前６週間から産後８週間を経過する日

１日２回各30分

0

職制・定数の改廃・予算の減少により廃職・
過員を生じた場合

184

１日の範囲内で最小限度の期間

産前産後

生理

0

降給

0

0

0

0

一暦年５日以内

0

夏季

（単位：人）

子の看護

計

1

8:30

6757.0

17:15

C　

４

一暦年20日、残日数は最大20日繰越し

全対象職員数総付与日数

心身故障の場合

妊娠・産後の保健指導等

裁判員・証人・参考人等出頭

0

B/A　

年次休暇

平均取得日数

合計《（１）～（６）の計》

感染症等による交通遮断・隔離

職員の結婚

（調査対象平成29年１月１日～12月31日）

２日

必要と認められる期間

職に必要な適格性を欠く場合

忌引き

災害による出勤困難

ボランティア

妻の出産

法事等

地方公務員法第２８条第４項に基づく条例に
より失職しなかった者

勤務成績が良くない場合

骨髄移植

一暦年５日（要介護者が２人以上の場合は１０日）以内

天災被害

0

短期の介護

日

0 0

男性職員の育児参加

条例で定める事由による場合

地方公務員法第２８条第４項により失職した者

刑事事件に関し起訴された場合

公民権行使

1477.8

総取得日数

B　
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②　懲戒処分者数（平成29年度）

１

２

３

４

５

６

７

　(５)　職員の服務状況

①　育児休業等の取得者数（平成29年度）

％

(注）　「平成29年度の取得者数」の欄の上段には平成29年度に新たに取得した者、下段には平成28年度以前から引き

     　続き取得している者の人数を記入しています。

②　介護休暇の取得者数（平成29年度）

　(６)　職員の研修及び勤務成績の評定の状況（平成29年度）

　職員の能力及び資質の向上を図り、効率的な行政推進を目途に研修を実施するとともに、自己啓発を推奨
しました。
①　一般研修

②　職場研修
　各職場の年間計画に基づく他、日常の執務を通じ専門知識、技術の向上と職員相互間の効果的な関連を図ることを

主眼とした研修を実施しました。

③　特別研修

2日 5人

7人

テーマ

男性職員

女性職員

計

4人

2日 1人

地方自治法研修 1日 1人

0

0

配偶者

5

5

0

0

0

5

処分の種類

2

一般服務違反関係（信用失墜行為・欠勤・勤務態度の不良等）

（単位：人）

全職員視察研修報告

減給 停職

0

戒告

0

0

0 0

0

0

免職

0

対象者数）

うち育児休業

10 0

0

0

その他

0

0

平成29年度の取得者数

監督責任

合計《（１）～（６）の計》

0

0

収賄等関係

2

2

（育児休業
部分休業

講師

0

（単位：人）

要介護者数（職員との続柄別）

孫

男性職員 0

配偶者
の父母

介護休暇
取得者数 計

女性職員

計

1日

1

日数 受講数

1

1

一般職員基礎研修

兄弟
姉妹

0

0

父母

取得者数

0

5
0

子 祖父母

1日

2日

6人

0

5

2
7

0

0

3

0

1

対象者

00

0

0

0

2日 7人

2日

新規採用職員研修

ビジネス文書研修

1

1

0 0

3日 6人

2日

1日

公務員リノベーションスクール

2

研修種目

6人

次代のまちづくりプロジェクトチーム

一般職員一次研修

3日

2日 5人

2日

4人

7人

2日 3人

1人

0 0

1

0

給与・任用に関する不正（諸給与の不正領得等）

うち育児短時間
勤務取得者数

道路交通法違反

0一般非行関係（金銭・異性関係等の非行等）

0

処分事由

育児
短時間勤

務

平成29年度中に新たに取得可能となった職員

0

育児休業

マスコミ対応研修

女性のキャリアアップ研修

法制執務研修（基本編）

情報公開・個人情報保護研修

パソコン研修(CAD研修)

監督者二次研修

監督者一次研修

一般職員二次研修 6人

育休取得
率

（単位：人）

％

1

うち部分休業

0

取得者数

0 0

1

％

％

0.0

28.6

100.0

0

0

0

0

パソコン研修(Excel基礎) 2日 2人

受講数

1人パソコン研修(Excel応用) 2日

管理者研修 2日 2人

法制執務研修（実務編）

「ハラスメント防止研修」
株式会社インソース
講師　植山哲文

全職員

研修種目 日数
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④　特別職研修

1日 1人

2日

2日 1人

受講数

2日

県副町村長研修会

橋本伊都副市町長研修会

研修種目

県町村長研修会

県市町村長防災危機管理ラボ 1日

1人

日数

伊都郡町長研修会

水害に対する危機管理能力向上研修（トップフォーラム） 2日

1人

1人

1人

橋本伊都副市町長研修会 2日 1人
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《勤務成績の評定状況》
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１１　職員の福祉及び利益の保護に関すること

　（１）　福利厚生制度に関する状況（平成29年度）

人

人

　(２)　公務災害補償制度（平成29年度）

　(3)　互助会（平成29年度）

１２　公平委員会に係る業務に関すること（平成29年度）
　(１)　勤務条件に関する措置の要求状況

　該当なし

　(２)　不利益処分に関する不服申立ての状況

　該当なし

町が実施する検診

受診者数

60

4

医療機関が実施する総合検診（30歳以上希望者）

医療機関が実施する脳神経検査等（30歳以上希望者）

内容等

ストレスチェック

かつらぎ町職員互助会

補助団体 会員数

201人

全職員 町が実施する検診定期健康診断

加入団体 災害件数

人間ドック

脳ドック

区分

災害の概要

地方公務員災害補償基金和歌山県支部 4件 職務中の負傷等

全職員
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